
実施方針に関する質問・意見等及び回答 令和元年７月１日現在

No. 頁 項 目 質 問 ・ 意 見 回 答

1 1 第１ 実施方針の目的
PFI事業であれば実施方針と同時に公表される「要求水準書（案）」、入

札公告で示される「様式集」、「落札者決定基準」などは、どの時点で公表
されるのか。

７月下旬に予定している「受注者の募集」と合わせて、要求水準、評価
基準及び事業契約書（案）等を公表する予定です。

2 2 第２－３(2)
配膳方式は「食器･食缶方式」が予定されているが、食器の型式、寸法、

個数及び構成等についてはどのようか。
「受注者の募集」と合わせて、食器の案を公表する予定です。

3 2 第２－３(4)
配送校先での配膳方法はどのようか。また、コンテナ配送用エレベーター

の内部有効寸法と積載荷重、コンテナの寸法についてはどのようか。

各校での配膳は、センターからの配送員がコンテナを各教室の前、又は
最寄りのフロアまで配送することを想定しています。そのため中学校への
配膳室の整備や、配送員以外の配膳員の配置は予定していません。
また、配送に使用するエレベーターの仕様等は、「受注者の募集」と合

わせて公表する予定です。なお、各校に設置するエレベーターは今年度に
実施設計を行い、令和３年９月までに全ての中学校への整備を完了する予
定です。

4 3 第３ スケジュール
事業提案書の提出期限は１０月上旬が予定されているが、要求水準、提案

書類及び関係様式類等の開示はいつの予定か。
また、開示に伴う質疑応答の時期についてはどうか。

「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

5 3 第３ スケジュール
献立に関する資料はどの段階で公表するのか。
また現段階で、複数の調理工程を要する「酢豚」や、「炊き込みご飯」等

のメニューは予定しているか。
「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

6 4 第４－１
ＰＦＩ法に基づかないＰＰＰ（公民連携）方式とすることで、市が具体的

に企図する「業務量の負担の抑制」等とは何か。

例えば「ＳＰＣ設立に伴う業務及び経費等」を想定していますが、むし
ろ将来にわたる「構成企業の固定化・義務化等の回避」や「受注者と市の
協議に基づく適正なリスク分担」等の効果を期待しています。

7 6 第４－５
本事業のスキームにおける市からの「施設賃借料」は、受注者の「資金調

達に係る金融コスト」「将来的な修繕費等コスト」を含むか。
また、資金調達に係る金利について市はどのような想定をしているのか。

「施設賃借料」には施設整備に係る初期投資額の全てを対象とする考え
ですが、詳細については「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。
なお、将来の設備更新や大規模修繕等は当初計画事業費には含まないこと
とします。
また資金調達の手法や金利はグループ構成等により大きく異なるため、

現段階では特に想定していません。

8 6 第４－５
資金調達に係る担保として、「施設賃借料債権」を金融機関に差し入れる

ことは可能か。

事業期間にわたる施設の使用及び事業の安定的な継続を絶対条件とし、
これに反しない範囲で認めたいと考えますが、詳細は受注希望者からの提
案や受注候補者との協議を通じて判断します。

9 6 第４－５
事業契約の締結は、「市と代表企業の二者のみ」、「市とグループ構成企

業の全て」のどちらを予定しているのか。
また、構成企業の一社が、代表企業を兼ねることは可能か。

事業契約の締結については、「受注者の募集」と合わせて案を公表する
予定です。
また代表企業については、法令等に定めがある場合を除き、市として制

約する考えはありません。

10 6 第４－５

受注業務に起因するリスク及び責任について、例えば給食の提供に伴う食
中毒の発生は、調理運営会社のリスク及び責任に限定し、その他の構成企業
に連帯責任は生じないこととしてほしい。同様に他の業務についても、直接
業務を担う企業に限定し、連帯責任は生じないこととしてほしい。

リスク分担等の詳細は、「受注者の募集」と合わせて公表する予定で
す。
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実施方針に関する質問・意見等及び回答 令和元年７月１日現在

No. 頁 項 目 質 問 ・ 意 見 回 答

11 6 第４－５
代表企業がグループ内の全ての業務等を保障することは現実的でないた

め、その役割は連絡調整等の事務的なものに限定してほしい。あるいは業務
や工程ごとに、代表企業を変更することを可能としてほしい。

代表企業の役割は、グループを代表し事業全体を統括することを想定し
ています。なお、業務や工程ごとに代表企業を変更することは想定してい
ません。
詳細については、「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

12 6 第４－５
実施方針５ページに掲載の「本事業における公民連携の考え方」は、着色

部分のみが本事業に該当するという認識でよいか。

実施方針の公表段階では、「定期借地権」、「民設公営（施設貸与
型）」及び「民間への業務委託」を公民連携の具体策としていますが、受
注希望者からの提案等を踏まえ、より効果的かつ効率的な「公民連携」の
実現に努めたいと考えています。

13 6 第４－５
個別業務の契約について、例えば代表企業が調理運営企業以外の場合は調

理委託を受託できないため、その場合は市と調理運営企業が直接委託契約を
締結するとの理解でよいか。

そのように考えていますが、詳細については「受注者の募集」と合わせ
て公表する予定です。

14
6
15

第４－５
第１０－１(12)

実施方針６ページの「事業スキーム概念図」では、受注者に「調理設備企
業」等が含まれておらず、また実施方針１５ページの「参加資格要件」(12)
では、「設計の協力企業としてとして、調理設備企業を１社指定すること」
としている。
しかし調理設備企業は通常、厨房設備の設置等「建設」や、事業期間中の

メンテナンス等「維持管理」など様々な役割を担うため、受注者に含むべき
と考えるがどうか。

調理設備企業が事業全般にわたり重要な役割を担うことは認識しており
当然、受注者に含まれると考えています。「事業スキーム概念図」では、
企業の業種ではなく主たる４つの「業務」を例示したものであり、グルー
プの構成や実施手法によって実際に受注する企業は多岐にわたるものと考
えています。

15 7 第５－１(1)ウ
市が担う業務として「食器・食缶及び事務什器等の調達」が挙げられてい

るが、現段階で想定している「食器・食缶」の仕様や数量等について公表し
てほしい。

「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

16 7 第５－１(1)エ
各企業は法令等により受託できる業務が限定されるため、代表企業は各専

門企業とグループを組成し、個別の業務についてはそれら専門企業が請け負
うという理解でよろしいか。

そのように考えていますが、詳細については「受注者の募集」と合わせ
て公表する予定です。

17
8
10

第５－１(5)
第７－11

実施方針８ページの「事業期間終了後の施設の解体・撤去業務」は、事業
期間２０年の終了時点との理解でよろしいか。
また１０ページの基本的機能では、「４０年以上を想定」とあるが、期間

が相違している理由は何か。

施設の解体・撤去の時期は、事業期間の終了時を想定しています。
また、基本的機能の「４０年以上」は、公共事業を担う施設として、安

全性・耐久性を確保するために必要な機能と考えています。

18 8 第５－２(3)ウ
配送回収業務に関し、現段階で想定する「喫食時間」や「各校への配送時

間帯」等について公表してほしい。
「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

19 8 第５－２(4)ア
「食器・食缶、備品類」を施設維持管理業務に含む場合は、現段階で想定

する更新頻度や品目について公表してほしい。
また「調理設備」についても、更新時期等について公表してほしい。

「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

20 8 第５－２(4)ア 施設の保守はフルメンテナンス、保守料は平準化の対象と考えてよいか。
そのように考えていますが、詳細は「受注者の募集」と合わせて公表す

る予定です。

21 9 第６ 事業費の支払時期
５年ごとを想定している「変動費の見直し」は、食数や配送校数等の変動

を対象とし、物価変動に伴う人件費等の見直しは別途行なわれるとの理解で
よいか。

「変動費の見直し」は、生徒数や配送校数等に加え、物価や人件費等の
変動分も含めた事業費全体を想定しています。
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実施方針に関する質問・意見等及び回答 令和元年７月１日現在

No. 頁 項 目 質 問 ・ 意 見 回 答

22 9 第６ 事業費の支払時期 市からの支払いは毎月、月末と考えてよいか。
「受注者の募集」と合わせて案を公表し、詳細は受注候補者との協議に

より決定したいと考えています。

23 10 第７－１と４
現段階で想定する「生徒一人あたりの喫食量」及び「想定献立」を公表し

てほしい。
「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

24 10 第７－４
「２献立にも対応」としているが、主食及び副食３品での２献立、または

「主菜」のみなど限定的な２献立のどちらを予定しているか。
「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

25 10 第７－９ 「会議・研修室」の収容人数について公表してほしい。 「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

26 10 第７－１０
「災害時対応」について現段階で想定する内容や、整備すべき設備等につ

いて公表してほしい。
「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

27 10 第７－１１
基本的機能の「４０年以上を想定」は、建築、設備及び厨房機器など総合

的な機能を対象とするものか。

主に「建築」を想定していますが、施設全体で４０年以上の使用を想定
した安全性・耐久性を備えることを考えています。
ただし設備の更新時期等は、それぞれの耐用年数に応じて対応すること

を想定しています。

28 11 第８－１ 「インフラ整備」に関し、受注者が行う業務の範囲を公表してほしい。
事業用地内のインフラ整備は、敷地内埋設管の設置や切り回し工事等を

想定しており、それらの費用は施設整備費に含むこととします。

29 11 第８－１－６
事業用地内への都市ガスの引き込み状況はどうか。
また、事業用地境界線までの整備は、都市ガス会社若しくは秦野市の整備

という理解でよいか。

都市ガスは、前面道路まで中圧導管で整備され、事業用地への引き込み
は低圧導管で完了しています。
事業用地への引き込み及び敷地内での設置や配管は施設整備費に含むこ

ととします。

30 14 第１０－１
先行自治体では、参加資格要件等で「地元企業の参入」を求める例が多い

が、本事業についてはどうか。

事業目的に「学校給食事業を通じた地域振興」を掲げているとおり、事
業全般にわたり地元企業が参入することを期待しています。
本事業における位置付け等については、「受注者の募集」と合わせて公

表する予定です。

31 14 第１０－１(9)と(13)

参加資格要件について、例えば「１日当たり3,000食以上のドライシステ
ムの実績」は、構成企業の全てに求めるものか。
また、「資格要件の全てを満たす２社以上の企業」とあるが、２社が全て

の要件を満たせば、その他の構成企業は資格要件を問われないとの理解でよ
いか。

それぞれの専門業務を担う企業が、求められる（対象となる）資格を有
していることを想定しています。
また「２社以上」は、グループ構成の最少数として２社を挙げていま

す。
いずれにしても詳細は、「受注者の募集」と合わせて公表する予定で

す。

32 14 第１０－１
「秦野市立中学校給食基本計画」の策定支援業務を受注した企業につい

て、公平性の観点等から本事業への参加資格をどのように考えるか。

支援業務の実施要領では予め、「受注したことにより、その後の中学校
完全給食関連業務において利益又は不利益となる扱いは受けない」ことを
明記しているため、本事業への参加には影響ありません。
なお、同業務で受注者が担った業務は、施設・設備等に関する調査及び

簡易設計等の技術支援にとどまっており、基本計画及び実施方針の作成・
公表は、支援業務完了後、市職員が直接行いました。
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実施方針に関する質問・意見等及び回答 令和元年７月１日現在

No. 頁 項 目 質 問 ・ 意 見 回 答

33 14 第１０－１ 秦野市競争入札参加資格者名簿への登録の締切はいつか。
令和元年９月１日に秦野市競争入札参加資格名簿に登録があることとし

ます。

34 14 第１０－１ 参加資格要件の確認基準日は参加申込書の提出期限日との理解でよいか。 お見込みのとおりです。

35 15 第１０－１(11)
生産物賠償責任保険は、調理運営企業のみ加入していればよいか。
また、生産物賠償責任保険以外に加入しなければならない保険については

どうか。

センター方式の学校給食事業において想定し得る事故等に適切に対応で
きるよう、各企業が必要な保険に加入することとしてください。

36 15 第１０－１(11) 本事業に関し、市が加入する保険はどのようか。
「全国市長会学校災害賠償補償保険制度」及び「独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター災害共済給付制度」に加入しています。

37 21 第１３－２(12)
「その他の税制変更（法人税率の変更等）」とあるが、他にはどのような

ものを想定しているか。
現段階で想定するものはありませんが、受注者が想定し得る負担があれ

ば費用に含んでください。

38 21 第１３－２(19)
地震による建物の倒壊等、「不可抗力による損害」は市の負担との理解で

よいか。
「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

39 21 第１３－２(53)(54)(55)
異物混入（食中毒を含む。）に関する受注者のリスクは、代表企業ではな

く調理運営企業に係るリスクとの理解でよいか。
「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

40 - その他
事業用地の貸借についてはどうか。また、有償とする場合は具体的な額等

について公表してほしい。
事業用地は有償貸与とします。また、借地料等については、「受注者の

募集」と合わせて公表する予定です。

41 - その他 給食調理に係る「調理備品類」は、どの業務範囲に該当するか。
施設整備の段階では「建設」に、事業開始後は「維持管理」に含まれる

と考えていますが、詳細は「受注者の募集」と合わせて公表する予定で
す。

42 - その他
センター敷地内に駐車場や駐輪場は必要か。
また必要な場合は、必要台数を公表してほしい。

施設の設計に係る提案事項の一つと考えていますが、詳細は「受注者の
募集」と合わせて公表する予定です。

43 - その他 「施設整備」と「調理運営」の分離発注について検討してほしい。 「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

44 - その他 現段階の「契約書（案）」を公表してほしい。 「受注者の募集」と合わせて公表する予定です。

45 - その他 １食当たりの給食費（食材費）はどの程度を想定しているか。
先行自治体の例を参考に、牛乳を含めて１食あたり300円から350円程度

を想定していますが、詳細は施設整備と並行して検討する予定です。

46 - その他
現在の中学校給食時間は15分間だが、完全給食の開始に合わせた見直し等

についてはどのようか。

先行自治体では配膳と食事に35分程度確保されているため、20分程度の
延長が必要と考えています。学校と連携し、生徒や教職員の負担に配慮し
ながら検討を進めます。

47 - その他 施設の完成と同時に、所有権を市に移転する考えはあるか。
本事業では、民間活力による施設の整備・運営を予定しているため、事

業期間終了後も含めて所有権の市への移転は想定していません。
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実施方針に関する質問・意見等及び回答（追加） 令和元年７月３日現在

No. 頁 項 目 質 問 ・ 意 見 回 答

48 7
第５－１
第５－２

事業用地の「土壌汚染調査」の実施及び費用負担についての考えはどう
か。

関係機関への照会も含めた地歴調査の結果、現在の庁舎及び倉庫建設以
前は「畑」であり、薬品投資用の履歴はありませんでした。

したがって、現時点では土壌調査を実施する予定はありません。

49 7
第５－１
第５－２

庁舎の解体・撤去に伴う「既存施設地下の杭」の取り扱いはどのようか。
杭は撤去せず、解体前概ねＧＬ1.3メートルの位置に現存します。
埋設の位置及び取扱いの詳細については後日公表する予定です。

50 7 第５－１(1)ア
事業用地の受注者への提供は、施設の解体・撤去後に「更地」としてから

提供されるとの理解でよいか。

事業用地の管理上、本年度は庁舎及び倉庫の解体・撤去工事を行いま
す。

なおアスファルトについては管理上、庁舎部分は今年度に撤去、倉庫部
分は来年度、受注者の着工までに撤去する予定です。

51 7 第５－１(1)ウ
市が担う「食器・食缶及び事務什器等の調達」には、箸、スプーン、トレ

イ、食器篭及びお玉等など生徒が直接使用するもの全てが含まれるとの理解
でよいか。

お見込みのとおりです。

52 7 第５－１(4)
市が担う「事務室内備品の設置・更新等」には、事業者用事務室も含まれ

るとの理解でよいか。
事業者用事務室については、事業者負担とします。

53 9 第６ 事業費の支払時期
光熱水費は受注者負担とあるが、市が設置する事務室内備品の稼動による

光熱水費は市負担であるとの理解でよいか。
お見込みのとおりです。

54 11 第８－２－２
敷地四周の擁壁のうち、既に工事を予定している北側斜面以外の擁壁の耐

力度調査及びその結果に応じた対策の実施は、市が行うとの理解でよいか。
北側以外の擁壁の調査及び工事は現時点では予定しておらず、受注希望

者からの提案及び協議により対応したいと考えています。

55 - その他
現地説明会で配付した「用地配置図（資料№１）」について、CAD図など

をデータで提供してほしい。
事業用地の測量業務として履行中のため、調製次第、公表する予定で

す。

56 - その他
現地説明会で配付した「全体配置配管図（資料№５）」について、事業用

地のどこに位置する図面なのか判断できる資料を公表してほしい。

別紙「図１」のとおりです。
なお、図１は事業用地におけるおおよその位置を示すものであり、詳細

は配付資料№５を参照してください。

57 - その他
現地説明会で配付した「ボーリング柱状図（六間配水場）（資料№６）」

について、ボーリング実施位置がわかる資料を公表してほしい。
別紙「図２」のとおりです。

58 - その他
現地説明会で配付した「断面図（資料№10）」について、寸法や仕様の図

面等があれば公表してほしい。
現時点での（案）としての参考図面のため、詳細については決定次第、

公表する予定です。

59 - その他 事業用地と隣地の高低差がわかる測量図があれば公表してほしい。
事業用地の測量業務として履行中のため、調製次第、公表する予定で

す。

5



Y920

Y920

Y960

Y960

Y100
0

Y100
0

X960

X960

X1000

X1000

X1040

X1040

X1080

X1080

935.542

X

5

Y

1058.029

境 界 点 座 標 リ ス ト

963.770

1

6

1000.000

1065.038

1000.000

960.738

2

7

1026.299

1067.105

1007.743

948.138

3

8

1027.600

1038.565

999.579

944.751

4

9

1056.149

1000.000

点 名

1000.178

127.415

2

8
.
2
6
7

3

28.55
5

4

3
6.457

5

7.
63
7

6

1
2
.
7
6
8

7

28.740

8

39.649
9

64.458

E2 車
庫

E3 自
転車置場

SP1F

SP1F

16.50

21.00

S41.8
新築

S41.8
新築

S41.
8新築

S40.
10新

築

S40.10新築

SP1F

RC2F

W1F

荷扱上家

荷扱上家

荷扱上家

車洗場

無蓋貯水槽

消防具置場
E4

(CB)
9.50

㎡

RC

(C)ほ
床 20㎡

E6 物置

E5 物
置

A1 事
務所

405.9
2

775.9
6

浄化槽

RC

630.
13

78.66

(G)舗装

(C)舗装

(G)舗装

庇

庇

庇

庇

秦野営業所

㎡

旧

所在

氏　名

神奈川県秦野市曽屋字六間8 3 7 - 1 縮尺
1

200

役職資格

配 置 図

営繕技術員

口座

41.9.23

番号

◇◆参照元図面◆◇

01016

敷
地
面
積

(※) 本図は、既往成果を参照し再調製を行ったものであり、

口座名

3547.20

調
製
年
月
日

新たな実測数値を基に作製されたものではありません。

調

製

者

(※)

秦 野 市 曽 屋 字 六 間  地 先

縮尺S=1：200

用 地 配 置 図

道 路

巾12ｍ

平
成
３
０
年
１
１
月 

調
製(

複
製)

株
式
会
社 

湘 

南

用地全体

計 3547.20㎡

837-1
836-2
836-1
830-5
830-4
830-1

02269
閉じた多角形

02269
閉じた多角形

02269
閉じた多角形

02269
楕円

02269
楕円

02269
楕円

02269
楕円

02269
楕円

02269
テキストボックス
 図１



02269
四角形

02269
四角形

02269
テキストボックス
 図２


